
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 川崎市のこれまでの主な取組  
○いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける

権利を著しく侵害し、児童生徒の心身の健全な発達

及び人格の形成に重大な影響を及ぼす深刻な問題

であり、川崎市の全ての教育活動の根底に位置付け

られている人権尊重教育の根幹を揺るがす問題で

もあるとして、対応を進めてきた。 

○平成 13 年４月に施行された「川崎市子どもの権利

に関する条例」においても、いじめ防止等に関して

具体的に規定を置く等、全ての教育活動の根底に人

権尊重教育を位置づけた教育の推進を図ってきた。

○平成 22 年度から川崎市立学校全校において、子ど

もたちの社会性や豊かな人間関係づくりを育むた

め「かわさき共生＊共育プログラム」を開始した。

○平成 22 年６月の市立中学校生徒の自ら命を絶つと

いう痛ましいできごとを教訓として、平成 22 年度

から児童生徒指導点検強化月間の取組を行い、教育

相談の充実、アンケートの実施、校内研修の実施、

指導体制の確立、児童会や生徒会等による啓発活動

を開始した。 
○平成 24 年２月にいじめの防止に向けた、リーフレ

ット「いじめ問題の理解と対応」の内容を充実させ

た総集編を作成し、各学校で研修等を開始した。 
○平成 25 年度から小学校において、一人ひとりの児

童が抱えるさまざまな課題に対応できる「児童支援

コーディネーター専任化」を推進し、拡充に努めて

いる。 

川崎市 

■「いじめ防止対策推進法」（以下、「法」という。）（平成 25 年６月公布・９月施行） 

○法の目的 （法第１条） 

・児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）

のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策

に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることによ

り、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。  
○いじめの定義 （法第２条） 

・「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児

童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の

対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。  
○国の責務（「いじめ防止基本方針」の策定） （法第 11 条） 

・文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための

基本的な方針を定めるものとする。  
○地方公共団体の責務（「地方いじめ防止基本方針」の策定） （法第 12 条） 

・地方公共団体は、国のいじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等

のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。  
○学校の責務（「学校いじめ防止基本方針」の策定） （法第 13 条） 

・学校は、国のいじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじ

めの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。 

国 

「いじめ防止等のための基本的な方針」  （平成 25 年 10 月文部科学大臣決定） 

本基本的な方針は、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の

下、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第 11 条１項の規定に基づき、文部科学大臣は、いじ

めの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。（前文抜粋） 

○国が実施する施策 
・いじめ防止基本方針の策定と組織等の設置等 

「いじめ防止対策協議会」の設置や関係機関との連携促進等 
  

○地方公共団体が実施すべき施策 
・地方いじめ防止基本方針の策定      （法第 12 条） 

 ・「いじめ問題対策連絡協議会」の設置    （法第 14 条１項） 

・「教育委員会の附属機関」設置       （法第 14 条３項） 

・重大事態の調査組織の設置        （法第 28 条１項）必置 

・重大事態の再調査機関の設置       （法第 30 条２項） 
 
○学校が実施すべき取組 
・学校いじめ防止基本方針の策定     （法第１３条）必須 

・いじめ防止等の対策のための組織の設置 （法第 22 条）必置 

 川崎市いじめ防止基本方針の策定の目的 
全ての市民が、いじめはどこの学校や集団にも、どの児

童生徒にも起こりうる問題であるという認識をもち、いじ

めは許さないという姿勢で、これまで川崎市や学校が実施

してきた取組を「いじめ防止対策推進法」に基づき再構築

し、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するた

め「川崎市いじめ防止基本方針」を策定する。 

兼ねることが望ましい 

■川崎市いじめ防止基本方針案策定の背景・経緯





【学 校】 

 
 
 
 

川崎市のいじめに対する防止対策・調査体制（フローチャート）          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
  

  
  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

                                   

 
     

 

  
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査結果の報告④ 

犯罪行為として取り扱われるべきもの等の相談・通報 

いじめの認知の報告 

重大事態発生の報告①

【学 校】 【教育委員会】 

（仮称）川崎市いじめ問題専門・調査委員会     第 28 条１項  

重大事態発生時の調査を行う。 

〇専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平

性・中立性を確保する。 

【市 長】 

（仮称）川崎市いじめ総合調査委員会       第 30 条 2 項 （条例設置予定） 

当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止

のため必要があると認めたときは、「（仮称）川崎市いじめ問題専門・調査委員

会」の調査結果について調査を行う。 
〇弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び

経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性を確保する。 

【議 会】 
再調査内容の結果を報告

招集・調査の依頼② 調査結果の報告③ 

事務局  
 

市長事務部局 

【当該児童生徒・保護者】 
【関係相談機関等】 

発見・報告  

【児童生徒・保護者等】 

【学 校】

訴え・通報

訴え・通報

対応・報告

発見・通報  

校内いじめ対策ケース会議                  

学校関係者による、いじめの情報の迅速な共有、関係ある児童生徒への事実関係

の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定、当該の保護者との連携を図る。  

いじめの認知  

犯罪行為として取

り扱われるべきも

の等の相談・通報 

対応・報告

 
 
 
【児童生徒 

・保護者等】 

（仮称）川崎市いじめ問題専門・調査委員会                  第 14 条３項 （条例設置予定）

 学校におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行う。 

〇専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性を確保する。 

取組報告 

審議結果の答申 

取組内容の周知 

【教育委員会】 

区教育担当（スクールソーシャルワーカーを含む） 第 24 条 

いじめの防止に向けた、学校への支援・指示・調査

（仮称）川崎市いじめ防止対策連絡協議会                     第 14 条１項  （条例設置予定）

いじめ防止等に関係する機関及び団体との連携を図る。 

〇学校代表  〇教育委員会 〇児童相談所 〇警察 等  

いじめの発見、訴え･通報の受理・・・・いじめられた児童生徒に関わる情報収集   

≪いじめ事案の発生時≫ 

≪いじめ防止対策≫ 

相談・協力要請

≪重大事態の発生時≫ 

再調査依頼

【教育委員会】 

区教育担当（スクールソーシャルワーカーを含む） 第 24 条

  いじめの対処に向けた学校への支援・指示・調査
 

校内いじめ防止対策会議     第 22 条 

いじめの未然防止策、対応方針、年間計

画等の決定を行う。 

○校長 ○教頭 ○総括教諭 ○教務主任 

○学年主任 ○児童生徒指導担当者 

○児童支援コーディネーター  

○特別支援教育コーディネーター 

○養護教諭 ○スクールカウンセラー  

○児童生徒代表 ○保護者 

○地域住民 等 

＊メンバー構成は、学校の状況に応じて

決定する。    

調査結果の報告 

学校評価等で 
の評価・意見 
聴取 

支援・指示・調査 

支援・指示・調査 

【所轄警察署】 

再調査結果報告  

組織的に対応（保護者・地域住民との連携を図る。） 

＊図中の①～④については、重大事

態の流れを示している。 
＊   については、市長が再調査

を依頼した場合の流れを示してい

る。 

＊教育委員会は、「（仮称）川崎市いじめ問題専門・調査委員会」を招集し、

これが調査に当たる。 

連携



1 



2 



3 



1 

( )

( )



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 

22



9 



10 



11 



12 



13 



14 

28 1

30 2



15 

210-0004



名　　　称 組　　　織

　学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な
知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめ防止等の対策のために組織を置くものとする。（第２２条）

　学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以下「重大事態」という）に対処し、及び当該重大事態と同種
の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方
法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。（第２８条１項）

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

【基本的な方針においては、第１４条３項の教育委員会に設置される附属機関〔（２）の組織〕を、調査を行うための組織とすることが望ましいと規定】

（４）

いじめ防止等の対策のための組織

いじめ防止対策推進法に定める組織について

いじめ問題対策連絡協議会

教育委員会の附属機関

地
方
公
共
団
体
・
学
校

地
方
公
共
団
体

学
校

　地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談
所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。（第１４条１項）

【いじめ防止等のための基本的な方針『平成25年10月11日文部科学大臣決定』（以下「基本的な方針」という）においては、設置することが望ましいと
規定】

　教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対
策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。（第１４条３項）

【基本的な方針においては、設置が望ましいと規定】

＊教育委員会の附属機関であるため、公立学校を対象とする。

通
常
時

重
大
事
態
発
生
時

（５）

　報告を受けた地方公共団体の長（私立学校の場合は都道府県知事）は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態
の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第２８条１項の規定による調査の結果について調
査を行うことができる。（第３０条２項）

＊「附属機関」設置以外による調査（地方公共団体内の常設の行政部局が第三者等の意見を求めながら調査を実施することや、地方公共団
体が独自に設置している監査組織等を活用することなど）も考えられる。

学校又は学校の設置者の置く調査組織

再調査を行う附属機関
（地方公共団体の長）

（１）

（２）

（３）

必 置

川崎市においては、（仮称）い
じめ防止対策連絡協議会

川崎市においては、（仮称）い
じめ問題専門・調査委員会

川崎市においては、校内いじ
め防止対策会議

川崎市においては、（仮称）い
じめ総合調査委員会

川崎市においては、（仮称）い
じめ問題専門・調査委員会

必 置

同

一

組

織


